
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
並
び
に
居
宅
介
護
事

業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
事
業
所
の
名
称
変

更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
並
び
に
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
事
業
所
の
名
称
変
更
の
届
出
qqqqqq（

同

）
…
五

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在

地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

公

告

○
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
申
請
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
並
び
に
居
宅

介
護
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

訪
問
看
護

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

平
成
一七･
三･三一

変
更
後

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

青
森
県
報
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第
千
八
十
号

令
和
八
年六

月
十
九
日

（
金
曜
日
）



変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

居
宅
療
養

管
理
指
導

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

訪
問
看
護

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

平
成
二六･
三･一〇

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

居
宅
療
養

管
理
指
導

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の

名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

介
護
予
防

訪
問
看
護

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

平
成
二六･
三･一〇

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク
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変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

医
療
法
人
す

み
れ
会

上
北
郡
上
北
町

中
央
北
一
丁
目

三
四
の
一
〇
三

す
み
れ
ク
リ

ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北
町
中

央
北
一
丁
目
三
四

の
一
〇
三

平
成
一七･
三･三一

変
更
後

上
北
郡
東
北
町

上
北
北
一
丁
目

三
四
の
一
〇
三

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
一
丁
目
三
四

の
一
〇
三

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
す
み

れ
会

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
一
丁
目
三
四

の
一
〇
三

す
み
れ
ク
リ
ニ
ッ

ク

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
一
丁
目
三
四

の
一
〇
三

平
成
二〇･
三･三一

医
療
法
人
弘
愛

会

弘
前
市
大
字
宮
川

三
丁
目
一
の
四

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ふ
れ
あ
い
藤
崎

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
舘
岡

九
の
一
の
二
階

令
和四･一二･三一

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

医
療
法
人
弘
愛

会

弘
前
市
大
字
宮

川
三
丁
目
一
の

四

訪
問
介
護
訪
問
介
護
事
業

所
ふ
れ
あ
い
温

泉

弘
前
市
大
字
旭

ケ
丘
二
丁
目
六

の
四

令
和六･
八･一五

医
療
法
人
弘
愛

会

弘
前
市
大
字
宮

川
三
丁
目
一
の

四

訪
問
介
護
ケ
ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ふ
れ
あ
い

藤
崎

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
藤
崎
字

舘
岡
九
の
一
の

二
階

七･一〇･三一

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
並
び
に
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

訪
問
看
護

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

平
成
一七･
三･三一

変
更
後

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

居
宅
療
養

管
理
指
導

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北

町
中
央
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

訪
問
看
護

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

平
成
二六･
三･一〇

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク
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変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

居
宅
療
養

管
理
指
導

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

介
護
予
防

訪
問
看
護

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

平
成
二六･
三･一〇

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

変
更
前

医
療
法
人

す
み
れ
会

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

す
み
れ
ク

リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北

町
上
北
北
一

丁
目
三
四
の

一
〇
三

〃

変
更
後

す
み
れ
内

科
ク
リ
ニ

ッ
ク

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在
地

を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎
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区

分

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

医
療
法
人
す

み
れ
会

上
北
郡
上
北
町

中
央
北
一
丁
目

三
四
の
一
〇
三

す
み
れ
ク
リ

ニ
ッ
ク

上
北
郡
上
北
町
中

央
北
一
丁
目
三
四

の
一
〇
三

平
成
一七･
三･三一

変
更
後

上
北
郡
東
北
町

上
北
北
一
丁
目

三
四
の
一
〇
三

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
一
丁
目
三
四

の
一
〇
三

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
す
み

れ
会

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
一
丁
目
三
四

の
一
〇
三

す
み
れ
ク
リ
ニ
ッ

ク

上
北
郡
東
北
町
上

北
北
一
丁
目
三
四

の
一
〇
三

平
成
二〇･
三･三一

医
療
法
人
弘
愛

会

弘
前
市
大
字
宮
川

三
丁
目
一
の
四

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ふ
れ
あ
い
藤
崎

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
舘
岡

九
の
一
の
二
階

令
和四･一二･三一

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

医
療
法
人
弘
愛

会

弘
前
市
大
字
宮

川
三
丁
目
一
の

四

訪
問
介
護
訪
問
介
護
事
業

所
ふ
れ
あ
い
温

泉

弘
前
市
大
字
旭

ケ
丘
二
丁
目
六

の
四

令
和六･
八･一五

医
療
法
人
弘
愛

会

弘
前
市
大
字
宮

川
三
丁
目
一
の

四

訪
問
介
護
ケ
ア
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ふ
れ
あ
い

藤
崎

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
藤
崎
字

舘
岡
九
の
一
の

二
階

七･一〇･三一

公

告

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
申
請

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、

農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し

裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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令
和
八
年
六
月
十
九
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
畑
中
字
藤
巻
一
一

〇

田

七
六
八

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
畑
中
字
藤
巻
一
七

三

田

二
、
〇
〇
七

二

申
請
に
係
る
農
地
の
用
の
現
況

耕
作
の
事
業
に
従
事
す
る
者
が
不
在
と
な
り
、
又
は
不
在
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ

る
。

三

申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細

裁
定
手
続
後
に
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
。

四

希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

農

地

の

区

分

利
用
権
の
始
期

存
続
期
間

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の

額
（
円
）

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
畑
中

字
藤
巻
一
一
〇

令
和
九
年
一
月

五
年

四
五
、
〇
〇
〇

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
畑
中

字
藤
巻
一
七
三

令
和
九
年
一
月

五
年

一
一
八
、
〇
〇
〇

五

意
見
書
の
提
出

申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

令
和
八
年
七
月
三
日

２

提
出
先

青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

㈡

意
見
書
の
提
出
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容

㈢

意
見
書
の
提
出
者
の
申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
状
況
及
び
利
用
計
画

㈣

意
見
書
の
提
出
者
が
申
請
に
係
る
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由

㈤

意
見
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由

㈥

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
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